
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

 
      平成２３年１０月２５日 製品安全課 

商品名等 
（電気用品名等） 

多機能調理機器 
 

１ 内容 
○用途、機能、性能 

本製品は、「マルチクッカー＆ジューサー」と称して一般家庭（消費者）向け

に販売される調理器具である。本製品の製造者は、本製品の主たる機能をジューサ

ーとしているが、アタッチメントの取替えにより、製麺機能やミンチ肉作成機能を

持たせるものとして設計、製造している。 

 

○構造、仕様、意匠 
本製品は、①電動機を持つ本体、②材料投入口を持つホッパ、③投入材料を調

理するドラム、④ドラム内に装着されるスクリュー、⑤ストレーナ（アタッチメン

ト：網付き/網なし）の５点から構成される。動作は、製品側面にあるタンブラー

スイッチ（正転/逆転）にて行う。電源コードは、①の本体に直付けされている。

なお、調理済みの材料、調理の際に生成される絞り汁及び絞りかすを受ける容

器は、本製品に含まない。 

 

 本体寸法（㎜）：３８５ × １７５ × ３２０ 

 スクリュー回転数：８０回転/分 
 質 量：２.５ｋｇ（①本体のみ） 
 定 格：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１５０／１４０Ｗ 

定格動作時間：１５分 

    

○主な使用者、販売先：  
一般消費者、インターネット販売事業者、一般家電量販店、ホームセンター、

スーパーマーケット等  
２ 担当機関等の意見 
○内容 

特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「ジューサー」として

取り扱う。 
 

○理由 
本製品の製造者は、主たる機能をジューサーとして設計、製造し、取扱説明書

にもその旨の記述をしていることから、ジューサー機能以外のアタッチメント

（ミキサー、製麺、肉引き）を同梱しているものであるが、電安法上は「ジュー

サー」として取り扱うことが妥当と判断する。 
なお、「ジューサー」以外の機能を有するものであることから、各機能に係わ

る技術基準が適用される。 

 


